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2月記者懇談会 

 

令和 6 年 2 月 22 日（木） 

 午前 11 時 00 分 203 会議室  

 

 

 

 

 

 

 

町長月間予定（総務課） 

○月間行事予定の説明 

 

 

町の主なトピックス（担当課ＰＲ分） 

 

○学校給食の地産地消について （みどりの戦略課 未来農戦略係） 

 

 

○総合福祉計画について  （福祉課） 

 

 

○こども誰でも通園制度（仮称）および育休退園制度の廃止について 

        （子ども未来課 保育園係） 

 

 

○第19期みのわ健康アカデミー参加者の募集について   （健康推進課 健康づくり支援係） 

 

 

○空き家の総合相談会について  （企画振興課 みのわの魅力発信室 移住定住推進係） 

 

 

○移住体験ツアーについて （企画振興課 みのわの魅力発信室 移住定住推進係） 

 

 

 

町長コメント 

出席者：みのわ新聞、長野日報、中日新聞、信濃毎日新聞、伊那ケーブルテレビ 

事務局：唐澤、鈴木、西村 
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１． 学校給食の地産地消について 
       （みどりの戦略課 未来農戦略係） 
 
○上伊那産使用割合 

・町内小学校の給食で使用している上伊那産の野菜等の割合が、目標 50 パーセントに対し、54.6

パーセントを達成。目標達成の要因としては、学校の栄養士、ファームテラス、町職員とで年 4

回打ち合わせを行ったこと、また年 2 回町内農家圃場見学を実施したことで、農家の方と栄養士

の先生が学校給食の企画について話したり、要望についてなど顔を見て直接話しができたことに

あると考えられる。また、ファームテラスに出荷したときにかかる手数料分について、町から補

助金を出したことも達成した一因と考えられる。 

 

○町長より 

・この課題は地産地消を進める中で、いかに学校給食に使ってもらうかということで、町として

は力を入れてきた。以前は 3 割から 4 割ぐらいがやっとだったが、ここ 2 年続けて 5 割になっ

た。学校の栄養士側や、調理する側も理解を示してくれるようになったと思っている。確かに、

スーパーなどで売っている規格品の方が作りやすいし、地域の農家の皆さんが作ったものをスト

レートに調理すると時間がかかったりする部分もありなかなか浸透しなかったが、栄養士の先生

に農業の現場を見ていただくことで、農家の苦労や、必要性などを理解していただいていると思

っている。ただ、6 割 7 割にあげるのは非常に難しい。時期的に町内生産できない野菜は、県外

産を入れざるを得ないためである。 

・今後の課題は牛乳。子どもたちが飲む牛乳をできるだけ「おもてなし牛乳」に変えていきたい

が、様々な問題がありストレートにはできないが、できる限りそういう方向にもっていきたい。 

・子どもたちに自分たちの地域で作った食材で給食が出来ていることを伝えていくことは大事な

ことなので、これからもやっていきたい。 
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2. 総合福祉計画について  （福祉課） 

 

○総合福祉計画について 

 資料参照 

・この計画は令和 3 年から令和 8 年までの 6 年間の計画となっており、今年度は 3 年でであった

ため、その中の第 5 期地域福祉計画について中間評価、見直しを行った。ここで、再犯防止推進

計画を追加した。 

・高齢者の計画は第 8 期の介護保険事業計画から第 9 期に変更。高齢者福祉計画に認知症に関す

る政策推進計画を盛り込んだ。 

・障がい者の方の計画は、第 7 期障がい福祉計画、第 3 期の障がい児福祉計画を策定した。 

・高齢者が増える中、専門職の人手不足の対応が急務となっている。これまでは、介護職や専門

職が支えていこうという部分が強かったが、これからは地域の皆さん、外国人の皆さん、また専

門職も含めたフルメンバー、また高齢者が高齢者を支える場面が出てくるのではないかといった

中身を含めた計画となっている。 

・介護保険料については、第 9 期についてもこれまでと同じ基準額、月 5000 円。所得部分は、

これまで 11 段階に分けていたが、来年度以降第 9 期については、国に倣って 13 段階に変更。利

用率は 0.455 から 2.0 と決定した。 

○町長より 

・第 9 期の介護保険事業計画で、介護保険料基準額の月 5000 円ということが維持できた。 

これは、箕輪町の介護認定率があまり上がらなかったため。介護予防が功を奏しているとおもっ

ている。2035 年、2040 年になると後期高齢者が今と比べ 1.64 倍となっている。ここのところ

をいかに介護認定されないようにしていくかということが一番の課題となっている。地域包括ケ

アシステムを専門職だけの問題にせず地域の問題に切り替え、支え合いのコミュニティをつくっ

ていかないと、対応できなくなってしまう。おかげさまで、現時点では平均自立期間、健康寿命

も伸びており介護認定も少なくてすんでいるのは、高齢化率が思ったほど上がっていない状況も

あり維持できているのかなと思っている。 
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 資料 
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資料 
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3. こども誰でも通園制度（仮称）および育休退園制度の廃止について 

（子ども未来課 保育園係） 

 

○こども誰でも通園制度（仮称）について 

・月一定の利用可能額で、就労時間を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園制度。利用

対象は 3 歳未満児で保育園等に通っていない子どもで、月一定時間までの利用可能枠の中で利用

可能。令和 8 年度に全自治体で本格実施となっている。 

・箕輪町は国の補助金を利用しないで独自に行うことを模索している段階。国の補助の基準であ

る 1 時間当たり保護者負担 300 円や、1 人当たり月上限利用時間 10 時間というのは参考にはし

て検討している。現在沢保育園、子育て支援センター、いろはポケットで実施している一時預か

り事業との調整を図りながら検討していきたい。現時点では、予約制で木下保育園の一室を活用

して在園児と関わる機会をつくりながら専用スペースを設けて実施する、専用室独立実施型で試

行的に実施を予定している。今後内容を検討して制度設計するとともに、保育士確保等の受け入

れ態勢を整え次第、広く周知したうえで試行的に実施をしていきたい。 

 

○育休退園制度の廃止について 

・下の子が生まれた保護者が育児休業を取得すると保育園に通う上の子が原則退園となる、いわ

ゆる育休退園を廃止します。保育園の受け入れ態勢を確認しながら、すでに令和 6 年 1 月から廃

止して運用している。令和 6 年 1 月以降に育休退園を理由に、退園届の提出があった方には、保

育園の先生を通じて制度廃止の旨を説明し継続利用について確認している。1 月以降に継続通園

をしている人で、町で把握している園児数は 8 人。 

 

○町長より 

・支援制度については、国のものはつかわない。町として、制度設計しながら考えていきたい。

木下保育園は、スペースもあるということもあって、そこで実証するというふうに考えている。

どのくらいの人が、どのくらいの期間通園制度を望むか正直わからないので、できる限り早く始

めたいと考えている。 

・育休退園は 4 月以降も予定している方もいるとおもうので、これから周知していく。新しいク

ラスをつくらなければいけないということになってしまうと、場所の問題もあり簡単にはできな

いのでその辺りについて心配しているが、8 人程度であれば、何とかそれぞれの保育園で対応で

きるかなという感じがする。 

 

○質疑応答 

【記者】通園制度、一時預かり制度は両方とも維持していくのか。 

【町長】維持していく。 
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4. 第 19期みのわ健康アカデミー参加者の募集について 

（健康推進課 健康づくり支援係） 

 

○募集内容について 

資料参照 

資料 

資料 
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5. 空き家の総合相談会について 

（企画振興課 みのわの魅力発信室 移住定住推進係） 

 

○概要 

 資料参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 移住体験ツアーについて 

（企画振興課 みのわの魅力発信室 移住定住推進係） 

 

○ツアーについて 

資料参照 

・申し込みは 3 月 5 日まで 

 
資料 

資料 



- 11 - 
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○町長コメント 

 

○令和 6 年度予算について 

・防災対策について、今日まで災害ごみの処理にあたっている職員が帰ってくる。明日明後日か

ら給水車の応援、一週間後に避難所の運営応援ということで石川県能登半島の災害対策に当たっ

ているが、そういった職員から意見を聞きながら、新たな大震災以後、大規模地震があったとき

の対策を考えなければということで予算のなかで、今の時点ではじゅうぶんに盛り切れなかった。 

・トイレ関連の物品は昨年度から 3 年計画で避難所のトイレの運営について委員会で検討してい

ただき物品の充実を図ってきたので、そういう意味では大規模な震災にも対応できるようにと心

得ていたつもり。今回の震災を受けて、避難所開設マニュアルや事務用品等必要なものを、今は

職員通用口のボックスにおいてあるが、今回は 2 次避難所になる 17 か所に開設物品を置くこと

とした。そのための予算を盛っている。避難所生活で高齢者の方が多いということもあり厳しい

状況があるが、まずはアルミの折畳マットなどを用意していく。これから順を追ってやっていく。 

・消火栓の点検修繕について、消防団に常に消火性能維持点検をしてもらっているが、十分機能

が発揮できていない消火栓が実はいっぱいある。今回の輪島の火災をうけて、消火栓を十分対応

できるような形にしておかなければならないということで、消火栓の点検をする予算を計上させ

ていただいた。 

・災害対策はハードもソフトも両面からやらなければいけないこと、避難所の運営について被災

者の権利を最大限尊重したような避難所運営はなかなか難しいなと感じている。災害対策避難所

運営の委員会があるので、そのようなところを話し合ってもらい、防災意識も含め少し強めてい

きたい。8 月に子どもの寺子屋教室をやっているが、単に昼間やるのではなく宿泊型でやっても

らえないかとお願いした。これは公民館が実施してもらえないとなかなか町独自で運営すること

はできないが、こういったことで少しでも防災意識を高めていきたい。 

・重要給水管を耐震化するために布設替えを行っている。国の補助が 1/4 補助しかないので毎年

経費が 2 億円くらいかかってしまうので厳しい。何とか早めるようにしていきたい。令和 6 年は

3 つの工区で実施したいと思っている。どこの市町村も同じだが、特に末端の配水等はなく、耐

震化するのは非常に難しくすぐにはできないこともあるが、重要なポイントは少なくとも耐震化

していきたいということで予算化している。 

 


